
認定こども園等利用料について

① ３歳～５歳児クラス（１号認定・２号認定）・・・無料となります。

② ０歳～２歳児クラス （２号認定・３号認定）

標準時間
(11時間以内）

短時間
（8時間以内）

第１ 0円 0円

ひとり親世帯等 0円 0円

一般世帯 0円 0円

ひとり親世帯等 0円 0円

一般世帯 4,500円 4,400円

ひとり親世帯等 4,500円 4,500円

一般世帯 9,750円 9,550円

ひとり親世帯等 4,500円 4,500円

一般世帯 11,500円 11,300円

ひとり親世帯等 4,500円 4,500円

一般世帯 13,000円 12,750円

第４－３ 14,500円 14,250円

第５－１ 19,750円 19,400円

第５－２ 22,250円 21,850円

第６ 37,660円 37,000円

第７ 52,600円 51,730円

第８ 65,660円 64,530円

※ひとり親世帯の第６～８階層：すこやか助成が１／２

《 問い合わせ 》 美郷町教育推進課　幼児総務班　　０１８７－８４－４９１４

◎77,101円未満
　　【ひとり親世帯
　　 障がい者がいる世帯】

第１子は、生計同一の子どもを
年齢に関わらずカウントします

　≪第２子以降無料≫

第４－１

階層区分

すこやか助成後の料金
（月額） 　　　　多子世帯減免等(H29.4月以降) ※国基準

　◎減免が適用されると、
　　月額利用料が無料または半額になります。

 所得割課税額
57,700円未満

第４－２
 所得割課税額
77,101円未満

第３－１
市区町村税

均等割のみ世帯

（２）利用料の計算…４月～８月分は令和４年度、９月～３月分は令和５年度の市区町村民税所得割課税額で算定されます。
　　　※算定する際は、調整控除以外の住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除、外国税額控除、配当割額控除・株式等譲渡
　　　　 所得割額控除等の税額控除は適用されません。

（１）認定こども園等の利用料…父母の市区町村民税所得割課税額により決定します。
　　　※ただし、第２階層に該当し、父母の収入または所得金額の合計が基準額を超えない場合は、同居（世帯分離も含む）の祖父母
　　　　 等のうち最多収入者を「家計の主宰者」として追加したうえで階層を再度認定します。

第１子は、生計同一の子どもを
年齢に関わらずカウントします

　≪第２子以降無料≫

第３－２
 所得割課税額
48,600円未満

◎57,700円未満
　　【一般世帯】
第１子は、生計同一の子ども
を年齢に関わらずカウントし
ます

　≪第２子半額≫
　≪第３子以降無料≫

（４）すこやか助成…秋田県と市町村が実施しているすこやか子育て支援事業です。子育て世帯の経済的負担を軽減するため、階層
　　 区分に応じて保育料を助成するものです。町では保護者負担をより軽減するため嵩上げしています。

（３）ひとり親世帯等…ひとり親世帯または身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方がいる世帯
　　 をいいます。

 生活保護世帯

１／２
助成

第２
 市区町村民税
非課税世帯

 所得割課税額97,000円未満

すこやか
助成割合

１／３
助成 所得割課税額397,000円未満

 所得割課税額397,000円以上

◎57,700円以上
　　【一般世帯】
◎77,101円以上
　　【ひとり親世帯・障がい者がいる世帯】

こども園等に就園中の子どもからカウントします

　≪第２子半額≫
　≪第３子以降無料≫

 所得割課税額133,000円未満

 所得割課税額169,000円未満

 所得割課税額301,000円未満
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すこやか子育て支援事業 ≪保育料助成適用表≫

　※前ページの「多子世帯減免」が適用されたほかに下記の助成があります。

① 一般世帯

所得階層 町拡充後 町拡充後 町拡充後 町拡充後

第３－１
階層

第３－２
階層

第４－１
階層

第４－２
階層

第４－３
階層

第５－１
階層

第５－２
階層

第６階層 1/2

第７階層

第８階層

（注意）全額助成は第５－２階層までとなります。

② ひとり親世帯

所得階層 町拡充後 町拡充後 町拡充後

第３－１
階層

第３－２
階層

第４－１
階層

第４－２
階層

第４－３
階層

第５－１
階層

第５－２
階層

第６階層

第７階層

第８階層

（注意）全額助成は第５－２階層までとなります。

 市町村民税均等割のみ世帯

1/2

全額助成 全額助成

 所得割課税額48,600円未満

 所得割課税額57,700円未満

 所得割課税額77,101円未満

 所得割課税額97,000円未満

 所得割課税額133,000円未満

 所得割課税額169,000円未満

 所得割課税額301,000円未満

1/2 1/2 所得割課税額397,000円未満

 所得割課税額397,000円以上

1/3 所得割課税額397,000円未満

属性

1/3

 所得割課税額397,000円以上

０歳～２歳児クラス

補助率

第１子・第２子
H28.4.2以降に第3子以降
の子が生まれた世帯の

第2子以降の子

H30.4.2以降に生まれた
第2子以降の子

 所得割課税額97,000円未満

 所得割課税額133,000円未満

 所得割課税額301,000円未満

1/3 1/3

全額助成

属性

０歳～２歳児クラス

補助率

第１子・第２子
H28.4.2以降に第3子以降
の子が生まれた世帯の

第2子以降の子

H30.4.2以降に生まれた
第2子以降の子

H30.4.2以降に第3子以降
の子が生まれた世帯の

第2子以降の子

 所得割課税額169,000円未満

 市町村民税均等割のみ世帯

1/2 全額助成 全額助成

 所得割課税額48,600円未満

 所得割課税額57,700円未満

 所得割課税額77,101円未満
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認定こども園等の給食費月額について

① ３歳～５歳児クラス（１号認定）　認定こども園（教育部分）・幼稚園の利用者負担月額

第１階層 400円 400円 0円

ひとり親世帯等 400円 400円 0円

一般世帯 400円 400円 0円

ひとり親世帯等 400円 400円 0円

一般世帯 400円 400円 0円

第４階層 400円 4,500円 4,900円 0円

第５階層 400円 4,500円 4,900円 0円

② ３歳～５歳児クラス（２号認定）　認定こども園（保育部分）・保育園の利用者負担月額

主食費 副食費
すこやか

助成

第１階層 500円 500円 0円

ひとり親世帯等 500円 500円 0円

一般世帯 500円 500円 0円

ひとり親世帯等 500円 500円 0円

一般世帯 500円 500円 0円

ひとり親世帯等 500円 500円 0円

一般世帯 500円 500円 0円

ひとり親世帯等 500円 500円 0円

一般世帯 500円 500円 0円

ひとり親世帯等 500円 500円 0円

一般世帯 500円 5,625円 6,125円 0円

第４－３
階層 500円 5,625円 6,125円 0円

第５－１
階層 500円 5,625円 6,125円 0円

第５－２
階層 500円 5,625円 6,125円 0円

第６階層 500円 5,625円 6,125円 0円

第７階層 500円 5,625円 6,125円 0円

第８階層 500円 5,625円 6,125円 0円

　◎町外の保育園等を利用の場合は、主食費・副食費それぞれの金額を上限として助成となります。

 生活保護世帯

免除（国）

※すこやか助成は美郷町外にお住まいの子どもには適用されません。

 所得割課税額
57,700円未満

第４－２
階層

 所得割課税額
77,101円未満

 所得割課税額97,000円未満

 所得割課税額133,000円未満

 所得割課税額169,000円未満

 所得割課税額301,000円未満

 所得割課税額397,000円未満

 所得割課税額397,000円以上

こども園等に就園中の
子どもからカウントします

第３子以降副食費免除（国）

第４－１
階層

　所得割課税額211,201円以上

※すこやか助成は美郷町外にお住まいの子どもには適用されません。

階層区分
３～５歳児（クラス）

保護者
負担額

多子世帯減免等

　生活保護世帯

免除（国）
第２階層

市町村民税非課税世帯
 (均等割のみ世帯含む)

第３階層
　所得割課税額
77,100円以下

第２階層  市町村民税非課税世帯

第３－１
階層 市町村均等割のみ世帯

第３－２
階層

 所得割課税額
48,600円未満

　所得割課税額211,200円以下 小学校３年生までの子どもから
カウントします

第３子以降副食費免除（国）

階層区分 主食費 副食費
すこやか

助成
保護者
負担額

多子世帯減免
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